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1． はじめに

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１２条の３第７項に基づき、前年度に産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）を交付した事業者は、前年度のマニフェストの交付等の状況に関して、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が必要です。

姫路市内の排出事業場については、姫路市長（産業廃棄物対策課）に提出してください。

(1) 報告対象者 
前年度にマニフェストを交付した者（二次マニフェストを交付した中間処理業者を含む。）

※排出事業場ごとに取りまとめて報告してください。

※姫路市内に設置が短期間又は所在地が一定しない排出事業場（※工事現場等）が２以上ある場合は１事業場として取りまとめて報告してください。

(2) 報告内容 
前年４月１日から３月３１日までに交付したマニフェストの交付等の状況

※電子マニフェスト利用分については報告する必要はありません。また、事業系一般廃棄物、有価物など、マニフェストを交付していないものは報告する必要はありません。

(3) 報告書様式 
様式名：産業廃棄物管理票交付等状況報告書（様式第３号）

（様式第３号で記入しきれない場合は、継続用紙をご使用ください。）

※報告書様式は、産業廃棄物対策課のホームページからダウンロードすることが可能です。（https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000000503.html）

(4) 提出方法 
報告書を作成の上、１部を提出してください。郵送でも結構です。

※後日、報告書の記入内容等について姫路市からお問い合わせする場合がありますので、報告書の記入者（担当者）の方は、報告書の写し（控え）を保管しておいてください。

※電子申請により提出することができます。詳しくは姫路市役所ホームページ（電子申請のページ）(https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000016105.html)をご覧ください。

　※控えへの受付印の押印をご希望の方は、２部作成してお持ちください（当課でのコピーは行っておりません）。受付印を押印したものの返送をご希望の方は、控えと返信用封筒（切手を貼ったもの）も一緒にご提出ください。

(5) 提出期限 
毎年６月末日まで

	ご注意

産業廃棄物だけでなく、特別管理産業廃棄物についても記入が必要です。

マニフェストに関する義務違反に関し罰則規定があります。


２．記入項目について

次の①から⑯について、各事業場の１年分のマニフェストを、産業廃棄物の種類、委託先ごとに集計し、産業廃棄物管理票交付等状況報告書（様式第３号・継続用紙）を作成してください。

	項目番号
	記入項目と注意事項

	①
	報告者住所

　マニフェストを交付した事業者（排出者）の住所

	②
	報告者氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　マニフェストを交付した事業者（排出者）名

※法人事業である場合は法人名・代表者名、個人事業である場合は事業主の氏名を記入してください。報告書の記入担当者名、マニフェストの交付担当者名ではありません。

	③
	報告者電話番号

マニフェストを交付した事業者（排出者）の電話番号

※但し、この報告書について問い合わせる際の報告担当者の連絡先電話番号が別にある場合は、報告担当者の連絡先電話番号を記入してください。

	④
	事業場の名称

　マニフェストに記入した事業場（排出事業場）の名称

※但し、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場（※工事現場等）が姫路市内に２以上ある場合は、「姫路市管轄内事業場」と記入してください。

※１枚目（様式第３号）の事業場の名称と継続用紙（２枚目以降）の事業場の名称は一致させてください。

	⑤
	事業場の所在地

　マニフェストに記入した事業場（排出事業場）の所在地

※但し、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場（※工事現場等）が姫路市内に２以上ある場合は、「姫路市管轄区域内」と記入してください。

	⑥
	事業場の電話番号

マニフェストに記入した事業場（排出事業場）の電話番号

※但し、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場（※工事現場等）が姫路市内に２以上ある場合は、空白で構いません。

	⑦
	業種（【別表１】から選択）

　日本標準産業分類（中分類）（令和５年７月改定）における事業区分

※詳細は総務省ホームページを参照してください。
※複数の事業を行っている場合は、主たる事業を１つ選択してください。

	⑧
	産業廃棄物の種類（【別表２】から選択）

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀使用ばいじん等が含まれる場合は、その旨をカッコ書きで記入し、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀使用ばいじん等を含まないものとは分けて、別の行に記入してください。

※特別管理産業廃棄物についても記入してください。

※複数の種類の産業廃棄物が一体不可分な場合で、別表２に該当するものがない場合は、その産業廃棄物の名称を記入してください。

	⑨
	排出量（トンで記載）

産業廃棄物の種類及び委託先ごとの排出量の合計
※重量が分からない場合は、体積をもとに換算してください。

※換算係数については、自社で使用しているものを使用し、換算係数が把握できない場合に、別表２の換算係数を使用してください。

	⑩
	管理票（マニフェスト）の交付枚数

産業廃棄物の種類及び委託先ごとのマニフェストの交付枚数

※A票からE票まで一式を１枚として集計してください。

	⑪
	運搬受託者（収集運搬業者）の許可番号

※許可番号の下６ケタを記入してください。
※自社で処分業者に持ち込んだ場合は記入不要です。

	⑫
	運搬受託者（収集運搬業者）の氏名又は名称

※自社で処分業者に持ち込んだ場合は、自己運搬と記入してください。

	⑬
	運搬先の住所

※収集運搬業者の住所ではありません。ご注意ください。

※積替え保管を行わない場合は、処分受託者の処理施設が運搬先です。

	⑭
	処分受託者（処分業者）の許可番号

※許可番号の下６ケタを記入してください。
※自社の施設への運搬のみを委託した場合は、記入不要です。

	⑮
	処分受託者（処分業者）の氏名又は名称

※自社の施設への運搬のみを委託した場合は、自社施設と記入してください。

	⑯
	処分場所の住所

運搬先の住所と同じ場合は、記入不要です。

※処分業者の住所ではなく、処分業者の処理施設の場所です。ご注意ください。

	※区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再委託者についてすべて記入してください。


　　

◆産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入箇所（○数字は項目番号）
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　　産業廃棄物管理票交付等状況報告書（様式第３号）










３．記入例
（１）一般的な場合

[image: image2.emf]

（２）設置が短期間又は所在地が一定しない事業場（※工事現場等）が姫路市内に２以上ある場合

[image: image3.emf]


（３）積替え保管施設を経由し、区間ごとに別の収集運搬業者に委託した場合

[image: image4.emf]

（４）処分のみ委託し、排出者が自ら運搬した場合

[image: image5.emf]

（５）運搬のみ委託し、排出者自らの処理場・保管場所・再利用場所等まで運搬した場合

[image: image6.emf]
　

４．備考

　記入誤りが多い事例を紹介しますので、ご注意ください。

【事例１】

	誤：「事業場の名称」が同じであるにもかかわらず、報告書を２つ提出している。


正：報告書は、事業場ごとに１つに取りまとめて提出してください。


【事例２】

	誤：設置が短期間又は所在地が一定しない事業場（※工事現場等）について、「事業場の名称」欄にそれぞれ記入し、事業場（※工事現場等）ごとに報告書を提出している。


正：姫路市内にある設置が短期間又は所在地が一定しない事業場（※工事現場等）で交付したマニフェストについては、１つの報告書に取りまとめ、「事業場の名称」を「姫路市管轄内事業場」として報告してください。


【事例３】

	誤：「事業場の名称」欄に委託先の処分業者名を記入している。


正：「事業場の名称」欄には、産業廃棄物を排出した自社の事業場の名称を記入してください。


【事例４】

	誤：マニフェストのＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票をそれぞれ１枚ずつ数えて「管理票の交付枚数」を集計している。

正：Ａ票からＥ票まで交付番号が同じマニフェスト１式を１枚として集計してください。


【事例５】

	誤：「運搬先の住所」欄に収集運搬業者の本社の住所を記入している。

正：「運搬先の住所」欄は、処分業者の処理施設（中間処理場等）又は積替え保管場所の所在地になります。収集運搬業者の本社の住所は記入不要です。


【事例６】

	誤：「処分場所の住所」欄に処分業者の本社の住所を記入している。

正：「処分場所の住所」が運搬先の住所と同じ場合は空欄にしてください。処分業者の本社の住所は記入不要です。


【別表１】業　種　

報告者の業種については、下記（日本標準産業分類中分類、令和５年７月改定）から選択してください。
詳細は総務省ホームページを参照してください。

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05index.htm
	業　　　種
	業　　　種
	業　　　種

	01農業
	34ガス業
	67保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む）

	02林業
	35熱供給業
	68不動産取引業

	03漁業（水産養殖業を除く）
	36水道業
	69不動産賃貸業・管理業

	04水産養殖業　
	37通信業
	70物品賃貸業

	05鉱業、採石業、砂利採取業
	38放送業
	71学術・開発研究機関

	06総合工事業
	39情報サービス業
	72専門サービス業（他に分類されないもの）

	07職別工事業（設備工事業を除く）
	40インターネット附随サービス業
	73広告業

	08設備工事業
	41映像・音声・文字情報制作業
	74技術サービス業（他に分類されないもの）

	09食料品製造業
	42鉄道業
	75宿泊業

	10飲料・たばこ・飼料製造業
	43道路旅客運送業
	76 飲食店

	11繊維工業
	44道路貨物運送業
	77持ち帰り・配達飲食サービス業

	12木材・木製品製造業（家具を除く）
	45水運業
	78洗濯・理容・美容・浴場業

	13家具・装備品製造業
	46航空運輸業
	79その他の生活関連サービス業

	14パルプ・紙・紙加工品製造業
	47倉庫業
	80娯楽業

	15印刷・同関連業
	48運輸に附帯するサービス業
	81学校教育

	16化学工業
	49郵便業（信書便事業を含む）
	82その他の教育、学習支援業

	17石油製品・石炭製品製造業
	50各種商品卸売業
	83医療業

	18プラスチック製品製造業（別掲を除く）
	51繊維・衣服等卸売業
	84保健衛生

	19ゴム製品製造業
	52飲食料品卸売業
	85社会保険・社会福祉・介護事業

	20なめし革・同製品・毛皮製造業
	53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
	86郵便局

	21窯業・土石製品製造業
	54機械器具卸売業
	87協同組合（他に分類されないもの）

	22鉄鋼業
	55その他の卸売業
	88廃棄物処理業

	23非鉄金属製造業
	56各種商品小売業
	89自動車整備業

	24金属製品製造業
	57繊維・衣服・身の回り品小売業
	90機械等修理業（別掲を除く）

	25はん用機械器具製造業
	58飲食料品小売業
	91職業紹介・労働者派遣業

	26生産用機械器具製造業
	59機械器具小売業
	92その他の事業サービス業

	27業務用機械器具製造業
	60その他の小売業
	93政治・経済・文化団体

	28電子部品・デバイス・電子回路製造業
	61無店舗小売業
	94宗教

	29電気機械器具製造業
	62銀行業
	95その他のサービス業

	30情報通信機械器具製造業
	63協同組織金融業
	96外国公務

	31輸送用機械器具製造業
	64貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
	97国家公務

	32その他の製造業
	65金融商品取引業、商品先物取引業
	98地方公務

	33電気業
	66補助的金融業等
	99分類不能の産業


【別表２】産業廃棄物の種類　

産業廃棄物の種類については、下記の種類（法第２条第４項、法施行令第２条及び第２条の４）の区分を参考に記入してください。

なお、換算係数は１㎥あたりのトン数です。排出量を重量で把握していない場合は、換算係数により重量換算してください。

詳細は、次ページの【注意事項】を参照してください。

	産業廃棄物の種類
	備考
	換算係数

	燃え殻
	特別管理産業廃棄物の場合は「燃え殻（有害）」と記入
	１．１４

	汚泥
	特別管理産業廃棄物の場合は「汚泥（有害）」と記入
	１．１０

	廃油
	特別管理産業廃棄物である燃えやすい廃油は「引火性廃油」と記入
	０．９０

	廃酸
	特別管理産業廃棄物であるｐH２．０以下の廃酸は「強酸」と記入
	１．２５

	廃アルカリ
	特別管理産業廃棄物であるｐH１２．５以上の廃アルカリは「強アルカリ」と記入
	１．１３

	廃プラスチック類
	
	０．３５

	紙くず
	
	０．３０

	木くず
	
	０．５５

	繊維くず
	
	０．１２

	動植物性残さ
	
	１．００

	ゴムくず
	
	０．５２

	金属くず
	
	１．１３

	ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず
	
	１．００

	鉱さい
	特別管理産業廃棄物の場合は「鉱さい（有害）」と記入
	１．９３

	がれき類
	
	１．４８

	動物のふん尿
	
	１．００

	動物の死体
	
	１．００

	ばいじん
	
	１．２６

	１３号廃棄物
	特別管理産業廃棄物の場合は「１３号廃棄物（有害）」と記入
	１．００

	動物系固形不要物
	
	１．００

	建設混合廃棄物
	
	０．２６

	安定型混合廃棄物
	
	０．２６

	管理型混合廃棄物
	
	０．２６

	廃電気機械器具
	
	１．００

	引火性廃油
	特別管理産業廃棄物（燃えやすい廃油）
	０．９０

	強酸
	特別管理産業廃棄物（ｐＨ２．０以下の廃酸）
	１．２５

	強アルカリ
	特別管理産業廃棄物（ｐＨ１２．５以上の廃アルカリ）
	１．１３

	感染性産業廃棄物
	特別管理産業廃棄物
	０．３０

	廃PCB等
	特別管理産業廃棄物
	１．００

	PCB汚染物
	特別管理産業廃棄物
	１．００

	PCB処理物
	特別管理産業廃棄物
	１．００

	廃石綿等
	特別管理産業廃棄物
	０．３０

	廃水銀等
	特別管理産業廃棄物
	１３．５７


※　石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等は、産業廃棄物の種類の後にカッコ書きで（石綿含有産業廃棄物）（水銀使用製品産業廃棄物）（水銀含有ばいじん等）と明示してください。

※　廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、廃水銀等を除く特定有害産業廃棄物は、産業廃棄物の種類の後にカッコ書きで（有害）と明示してください。なお、　廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、廃水銀等を除く特定有害産業廃棄物とは、産業廃棄物の内、重金属類又はダイオキシン類を、判定基準を超えて含むもので、法施行令別表第３で指定された施設において生じたものです。

【注意事項】

1． 　電気製品が産業廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、その「産業廃棄物の名称」の記入でも結構です。　
	例：廃乾電池、廃自動販売機、廃石油系クリーニングカートリッジ　など


2． 　石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含む場合は、カッコ書きで（石綿含有産業廃棄物）（水銀使用製品産業廃棄物）（水銀含有ばいじん等）と明示し、それらを含まないものとは分けて、別の行に記入してください。

	例：廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物）、ガラスくず、コンクリートくず及

び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物）、蛍光灯（水銀使用製品産業廃棄物）、水銀
式血圧計（水銀使用製品産業廃棄物）、ばいじん（水銀含有ばいじん等）、汚泥（
水銀含有ばいじん等）　


3． 　廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、廃水銀等を除く特定有害産業廃棄物については、カッコ書きで（有害）と記入してください。

	例：引火性廃油（有害）、強酸（有害）、強アルカリ（有害）、鉱さい（有害）、燃え殻（有害）、廃油（有害）、汚泥（有害）、廃酸（有害）、廃アルカリ（有害）、13号廃棄物（有害）


4． 　換算係数は１㎥当たりのトン数です。なお、別表２の換算係数はあくまで統計資料として利用するための、大まかな重量を把握するための参考値という位置付けです。

報告者における重量換算値がある場合はその数値を使用し、換算係数が把握できない場合にのみ別表２の数値を使用してください。　　
	取扱量を体積（㎥・リットル）で把握している場合は、次の式により重量（トン）換算してください。

　廃棄物取扱重量（トン）＝廃棄物取扱体積（㎥）×換算係数

　

〔例１〕がれき類５０㎥を排出した場合

　　　　　　　　５０㎥　×　１．４８　＝　７４ｔ

　　　〔例２〕廃酸４０リットルを排出した場合

　　　　　　　　１㎥　＝　１,０００リットルであるため、

４０リットルは０．０４㎥　となり、

　　　　　　０．０４㎥　×　１．２５　＝　０．０５ｔ




5． 　「２ｔ車１台」といったような場合には、積載した産業廃棄物の体積を推計し、それぞれに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算しても構いません。

６．　換算係数については、別表２のほか（公財）日本産業廃棄物処理振興センターが電子マニフェストの集計用に換算係数表を作成していますので、参考にしてください。

（https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/20190314161613.pdf）
産業











　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　⑭　⑮　⑯





④　⑤　⑥　⑦





①


②


③





参考　マニフェストを参照の上、記入してください。


原則として、下図のマニフェストに示された項目を産業廃棄物管理票交付等状況報告書に記入することになります。（⑦⑩⑪⑭はマニフェストの項目ではありませんので、ご注意ください。）


　　　　　　　�


　　　　　　　　　　　   産業廃棄物管理票（マニフェスト）





②


①


③


⑧


⑫


⑮





④


⑤


⑥


⑨（合計）


⑬⑯





受領欄





受領欄





事業者（排出者）の住所、氏名（名称・代表者名）、報告担当者の連絡先電話番号を記入してください。











産業





注意：下６ケタです、１１ケタではありません














マニフェストに記入した事業場（排出事業場）の名称、所在地、電話番号を記入してください。





排出事業場ごとに、１年間に交付したマニフェストの産業廃棄物の種類、運搬委託先、処分委託先が同じものを合計して、それぞれの排出量（委託量）の合計と交付枚数（A票からE票まで一式を１枚として集計）を記入してください。





マニフェストを交付した産業廃棄物の種類を【別表２】から選択して記入してください。（産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は分けて記入）











７





事業者（排出者）の住所、氏名（名称・代表者名）、報告担当者の連絡先電話番号を記入してください。





姫路市管轄区域内と記入してください。





姫路市管轄内事業場と記入してください。





第１区間にのみ産業廃棄物の種類を記載し、運搬先の住所の欄には、積替え保管施設の住所を記入してください。


第２区間については、次行に第２区間の運搬受託者の許可番号及び氏名又は名称を記入し、以降最終区間までの運搬受託者について、行をかえて記入してください。


処分受託者の許可番号及び氏名又は名称は最終区間にのみ記入してください。





記入漏れと区別するため、運搬受託者の氏名又は名称欄には自己運搬と記入してください。





記入漏れと区別するため、処分受託者の氏名又は名称欄には自社施設と記入してください。
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